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これまでの経過

○2016年３月～2019年２月
・第７次看護職員需給推計（2011～2015年度）の次の第８次看護職員需給推計については、「働き方改
革」の関係で、医師の需給推計とあわせて検討が中断していたが、医師の需給推計について、2018年5
月に第３次中間とりまとめが行われたことを受け、看護職員需給推計についても、2018年9月から検討
が再開。

○2019年２月下旬
・国から各都道府県に第８次看護職員需給推計の策定について通知

○2019年７月末
・各都道府県が国の推計ツールに基づき、推計（案）を国に報告。

○2019年８・９月
・国において、都道府県が算定した推計値に一定の修正を加えた上で取りまとめ

①短時間勤務者の増加に伴う常勤換算対実人員の比率を加味
②看護職員の労働環境の変化に対応した3つのシナリオを設定

○2019年10月
・国が上記の修正を加えた全国の推計値と各都道府県の推計値を公表。



第８次推計の方針・方法について（１）

第８次推計は、第７次推計までの各病院への意向調査等を積み上げる方式ではなく、将来の
医療需要を踏まえた客観的なデータ（地域医療構想など）を用いて算定する方式

第７次推計との違い

＜需要＞

第７次 ・県内各病院に対して今後の看護体制の意向を調査し、看護配置基準の変更（１０：１→７：１)や、
回復期・周産期医療の充実、助産師外来・院内助産所の開設等を需要に反映。

第８次 ・地域医療構想との整合を図った推計。

・各病院の意向を反映するのではなく、地域医療構想に基づく将来像（医療機能ごとの病床数の
必要量）を反映。

＜供給＞

第７次 ・衛生行政報告例の看護職員数がベース。

第８次 ・衛生行政報告例の看護職員数をベースとするが、「病院」「診療所」については病院報告や医療
施設調査を基にした数に修正。

※2016年衛生行政報告例の看護職員数 16,304人 → 修正後 17,562人（＋1,258人）
※「病 院」＝H28年「病院報告」の実人員数

「診療所」＝「医療施設調査」（H17、20、23年）の実人員をもとにした回帰直線
による推計数



第８次推計の方針・方法について（２）

地域医療構想との整合性の観点から、２０２５年における看護職員の需給推計を行う。

推計の基本方針

○ 看護職員の需給推計は、都道府県が推計ツールを用いて行う需給推計を全国ベースに集約したものとする。

① 現在の病床数・患者数及び看護職員数をもとに、医療需要（病床数あるいは患者数）あたり看護職員数を設定。

② 医療需要については、
・ 一般病床と療養病床については、都道府県の地域医療構想における2025年の病床数の必要量による。また、

訪問看護事業所、介護保険サービスについては、介護保険事業計画による。

・ 地域医療構想で医療需要が示されていない領域（精神病床、無床診療所（外来）、保健所・市町村・学校養
成所等）については、一定の仮定を設定して推計を行う。

③ ①②により、将来の看護職員数を推計する。その際、常勤換算人員数に加えて、実人員数も推計する。

④ 短時間勤務者の増加に伴う常勤換算対実人員の比率を加味し、ワークラーフバランスの実現を前提に看護職
員の労働環境の変化に対応して幅を持たせた３つのシナリオとして全体を推計する。

①医療需要あたり
看護職員数

②将来の医療需要
③将来の看護職員

の需要数× ＝

○ 都道府県が行う看護職員の需要推計は、次のような方法で実施する。



種別 推計の考え方

１ 一般病床・療養病床
地域医療構想の医療機能（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）ごと
の2025年における病床の必要量を基礎に推計。
※国から数値が提示。

２ 精神病床
区分ごと（急性期、回復期、慢性期）の2025年における精神病床の入
院需要を基礎に推計。※国から数値が提示。

３ 無床診療所
将来の人口構成や受療率の推移を反映した将来の患者数を基礎に推
計。なお、近年の受療動向の推移（変化率）の幅を０．９倍、
１．０倍、１．１倍として３パターンで推計。※国から数値が提示。

４ 訪問看護事業所
将来の人口構成や受療率の推移を反映した将来の利用者数、介護保
険事業計画におけるサービス見込量などを基礎に推計。また、精神病
床からの地域移行分も含む。※国から数値が提示。

５ 介護保険サービス
（介護老人保健施設、介護老人福祉施設等）

介護保険事業計画におけるサービス見込量などを基礎に推計。
※国から数値が提示。

６ 助産所、社会福祉施設、保健所、

県・市町、学校養成所等

これまでの推移、今後の見通し等を勘案して推計。
※国から数値の提示はなく、県において推計。

【需要】

【供給】
推計の考え方

新規就業者数（新卒者の県内就業者数）、再就業者数、離職率を勘案して推計。
※国から数値の提示があるが、県による一定の修正は可。

第８次推計の方針・方法について（３）



国による修正（働き方改革の反映）

② 看護職員の需要数の将来推計においては、看護職員の超過勤務時間や有給休暇の取得日
数など勤務環境改善について、看護職員の労働環境の変化に対応して幅を持たせた３つの
シナリオで推計を行う。

① ワークライフバランスの実現に伴い短時間勤務者が増加することによる常勤換算対実人員
の比率を加味して推計する。

都道府県が算定した
2025年需要推計数 ×

短時間勤務者の伸び率(推計係数）
（1.029213431）

①で推計した人数
×

シナリオ①～③のそれぞれに対応した
下表の推計係数

１月あたり超過勤務時間 １年あたり有給休暇取得日数 推計係数

シナリオ① 10時間以内 ５日以上 1.031757081

シナリオ② 10時間以内 １０日以上 1.041017008

シナリオ③ 0時間 ２０日以上 1.108063295



令和7年（２０２５年）の滋賀県における需給推計（国修正後）（１）

県→国 報告値
（係数処理前）

シナリオ① シナリオ② シナリオ③

『需要』 推計 Ａ 17,672 18,766 18,934 20,154 

一般病床・療養病床 9,307 9,882 9,971 10,613 

精神病床 721 766 773 822 

無床診療所 3,294 3,498 3,529 3,757 

訪問看護事業所 1,146 1,217 1,228 1,307 

介護保険サービス 1,909 2,027 2,045 2,177 

助産所、保健所、県・市町、学校養成所等 1,295 1,376 1,388 1,478 

『供給』 推計 Ｂ 18,057 18,057 18,057 18,057

差（Ｂ－Ａ） 385 △709 △877 △2,097

充足率（Ｂ/Ａ） 102.2％ 96.2％ 95.4％ 89.6％

（実人員、単位：人）
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今回の推計に対する考察等

○国が示した推計方法は、地域医療構想等における将来の医療需要に基づくもの。また、構想等で
医療需要が示されていない領域（精神病床・無床診療所等）は一定の仮定を置いた推計であるた
め、県の実情が全て反映できているものではない。

○また、地域医療構想等の実現を前提とした推計値であり、構想等の実現度合いにより看護職員の
必要数（需要数）は変化する可能性がある。

○看護職員の新規就業者数、再就業者数、離職率について過去の実績等に基づく今後のトレンドを
見込んだ自然体の推計であり、今後の新たな施策・事業の効果を見込んだ将来目標値ではない。
（ただし、今回の推計においては、将来的な事項でも発生が確実であるもの（県内看護師養成所2校
の閉校等の影響など）は既に反映済み）

○ そのため、 2025年時点で供給＜需要となる今回の推計結果を踏まえ、今後の供給数を増加させ
るための確保策の検討が必要。

需 要

供 給



○今回の需給推計は、一定の前提条件の下で算定された「需給」と「供
給」の今後の大きな方向性を示すものとして捉えている。

○今後、県内の実情をさらに詳細に把握するため、既存の調査・統計に
加えて、県独自で新たな調査やヒアリング等を実施する予定。

○今回の推計と県の実情を踏まえ、現行の「滋賀県保健医療計画
(2018年～2023年）」の中間見直しを令和２年度（2020年度）中に予定し
ていることから、それを目途に、「養成」「確保定着促進」「復職支援」「地
域・就業場所の偏在是正」などについて、実効性がある施策・事業の検
討を行う。

今回の推計を踏まえた今後の県の対応



全国の需給推計結果



医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会 中間とりまとめ（概要版）

看護職員の需給推計結果（全国単位）

〇 2025年における需要推計に関しては、都道府県からの報告では180万人となった。これに、ワークライフバランスの充実を前提に看護職員
の超過勤務時間や有給休暇の取得日数など勤務環境改善について、看護職員の労働環境の変化に対応して幅を持たせた３とおりのシナリ
オを設けて推計したところ、188万人～202万人となった。

シナリオ１：就業中の全ての看護職員において、1ヶ月におけ
る超過勤務時間が10時間以内、1年あたりの有給
取得5日以上が達成された場合

シナリオ２：就業中の全ての看護職員において、1ヶ月におけ
る超過勤務時間が10時間以内、1年あたりの有給
取得10日以上が達成された場合

シナリオ３：就業中の全ての看護職員において、1ヶ月におけ
る超過勤務時間なし、1年あたりの有給取得20日

以上が達成された場合

シナリオ➀ シナリオ② シナリオ③

超過勤務 10時間以内 10時間以内 0時間

有給休暇 ５日以上 10日以上 20日以上

【シナリオ設定条件】

〇 今般の推計は、地域医療構想の実現を前提とした推計値であり、実現度合いにより、看護職員の必要数は変化する可能性がある。

〇 今般の推計は、地域医療構想の実現を前提とした全国共通の推計方法として画一的な算定であり、個々の都道府県の実情を綿密に反映で
きているわけではないことに留意。

〇 2025年における供給推計に関しては175～182万人程度と見込まれる（次項参照）。

(実人員 単位：人)

平成28年
※１

令和7年（2025）年
都道府県報告値
（係数等処理前） シナリオ➀ シナリオ② シナリオ③

需要推計 1,660,071 1,801,620 1,880,668 1,897,547 2,019,758

病院＋有床診療所

1,346,366

972,849 1,015,301 1,024,413 1,090,390

精神病床関連 132,052 137,904 139,142 148,103

（内訳）精神病床 93,387 97,526 98,401 104,739

精神病床からの基盤整備 38,664 40,378 40,741 43,364

無床診療所 299,224 312,395 315,199 335,499

訪問看護事業所 46,977 112,558 117,502 118,556 126,192

（内訳）医療保険 26,523 27,691 27,939 29,739

介護保険 47,370 49,433 49,877 53,089

精神病床からの基盤整備 38,664 40,378 40,741 43,364

介護保険サービス等 149,683 187,413 195,692 197,448 210,165

学校養成所等 117,045 136,188 142,253 143,529 152,773

供給推計 1,746,664 1,746,664
～1,819,466

1,746,664
～1,819,466

1,746,664
～1,819,466

※１ 平成28年は看護職員就業者数（厚生労働省医政局看護課調べ）
※2 精神病床からの基盤整備は精神病床関連と訪問看護事業所の両方に計上している。

〇 2025年における需給ギャップについては、ワークライフバランスの充実度合いに応じて、幅が見込まれる。
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＜就業看護職員数（衛生行政報告例） 就業場所別の状況＞（人）
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＜就業看護職員数（衛生行政報告例） 圏域別の状況（実人数）＞
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医療機能の現状と今後
の方向を報告

都
道
府
県

「医療介護総合確保推進法」により、都道府県が「地域医療構想」を策定。
（平成２８年度末までに全都道府県で策定済み）

※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を
作成。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療需要と

必要病床数を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、 医療従事者の確保・養成等

（機能が
見えにくい）

医療機能
を自主的に

選択

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、「地域医療構想調整会議」で
議論・調整。

地域医療構想について



高度急性期 急性期 回復期 慢性期
休棟・
転換

合計

2014年病床機能報告 1,783床 6,370床 1,166床 3,062床 226床 12,607床

2015年病床機能報告 2,144床 5,674床 1,285床 3,191床 247床 12,541床

2016年病床機能報告 2,232床 5,399床 1,452床 3,208床 138床 12,429床

2017年病床機能報告 2,107床 5,319床 1,596床 3,206床 174床 12,402床

2018年病床機能報告 2,167床 5,066床 1,808床 3,083床 286床 12,410床

【参考】2025年推計値 1,277床 3,871床 3,579床 2,592床 0床 11,319床

病床機能報告結果について


